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医療用医薬品の一般消費者向け直接広告（ＤＴＣ広告）に関する意見書 

－行政刷新会議の規制緩和に反対する－ 

 

 

第１ 意見の趣旨 

 

１ 行政刷新会議が提案する医薬品の広告規制の緩和に反対する。 

 

２ 消費者に対する医療用医薬品の直接広告は、その態様を問わず規制するため、薬事

法を改正すべきである。   
 

３ 一般消費者が医薬品に関する正確な情報を入手できるようにするため、医薬専門家

や患者等で構成される情報提供機関を創設すべきである。 
 

４ 日本国内におけるＤＴＣ広告の実態を把握するための研究班を設置すべきである。 

  

第２ 意見の理由 

 １ ＤＴＣ広告とは 

ＤＴＣとは、Direct to Consumer（顧客直結）の略で、製薬企業が医薬関係者以外の

一般人（薬事法６７条参照、ここでは便宜的に「一般消費者」と呼ぶ。）に直接働き

かけるマーケティング活動のことを指す。ＤＴＣ広告とは、ＤＴＣマーケティングの

中で、マス媒体（新聞、雑誌、テレビ、ラジオなど）上で一般消費者向けに打つ広告

のことであり、ＤＴＣマーケティングの重要なコミュニケーション手段である。 

ＤＴＣ広告には次の３つのタイプがある。1 

１．リマインダー広告 

病名には言及せず、薬剤名と製薬会社名に言及する広告 
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２．受診推奨広告 

薬剤名には言及せず、病名と製薬会社名に言及し、病気の治療のための受診を

推奨する広告 

３．疾病啓発型広告 

一定の症状を挙げ、それが病気であるということを示すことによって病識を持

たせ、それを治療できる医薬品があるということを示す広告 

 

２ 問題の所在 

   日本においては、医療用医薬品の一般消費者に対する広告（ＤＴＣ広告）は、特定

の場合を除き薬事法上規制されておらず、行政指導によって事実上規制され、製薬企

業はこれを遵守してきた。ところが、2000 年頃からＤＴＣ広告、とりわけ疾病啓発型

広告が実施されるようになり、近年その数は増加している。 

   製薬企業によるＤＴＣ広告は営利目的であり、偏った情報提供となる危険性が高く、

かかる広告から情報を得た一般消費者の行動は、医薬品の適正使用を阻害するおそれ

がある。2そのため、一般消費者保護の観点から、医薬品のＤＴＣ広告は認められない

とするのが世界の潮流である。 

  しかるに、行政刷新会議は、世界の潮流に反し、規制・制度改革の平成 23 年度措置

として、医薬品等適正広告基準による医療用医薬品等の広告の制限を撤廃しようとし

ている。3 

   本意見書は、かかる行政刷新会議の規制緩和に反対すると共に、医薬品のＤＴＣ広

告の現状及び問題点を指摘し、薬事法の改正等による広告規制の強化を求めるもので

ある。なお、本意見書では、医師の処方箋を必要とする医療用医薬品の広告について

検討するものであり、一般用医薬品についてはその対象としない。 

 

 ３ 日本の広告規制の現状 

 （１）薬事法上の規制 

   日本では、医薬品の広告は、がんその他の特定疾病に使用される医薬品につき一

般消費者を対象とする広告が禁止されている（薬事法 67 条）ほかは、誇大広告で

ない限り（薬事法 66条）、法律上広告規制はなされていない。 

 

薬事法６７条 

１項 政令で定めるがんその他の特殊疾病に使用されることが目的とされている

医薬品であつて、医師又は歯科医師の指導のもとに使用されるのでなければ

危害を生ずるおそれが特に大きいものについては、政令で、医薬品を指定し、

その医薬品に関する広告につき、医薬関係者以外の一般人を対象とする広告

方法を制限する等、当該医薬品の適正な使用の確保のために必要な措置を定

めることができる。 

２項 厚生労働大臣は、前項に規定する特殊疾病を定める政令について、その制定

又は改廃に関する閣議を求めるには、あらかじめ、薬事・食品衛生審議会の

意見を聴かなければならない。ただし、薬事・食品衛生審議会が軽微な事項
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と認めるものについては、この限りでない。 

 
薬事法６６条（誇大広告の禁止） 

         １項 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の名称、製造方法、効

能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽

又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。 

２項 医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の効能、効果又は性能について、

医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広

告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。 

 

また、薬事法上承認を得ていない場合には、医薬品の広告をしてはならないことが

規定されている（薬事法 68 条）。一般の商品であれば、発売前に広告による宣伝を行

った上で売り出すことにより、販売効果を上げる手法が取られることが多い。これに

対し、医薬品の場合は、保健衛生上の危害を防止するため、医薬品の効能効果につい

て、それを立証する医学的・薬学的データがなければ承認されず、そもそも医薬品た

り得ないのであるから、事前に広告をしてはならないこととされているのである。 

 

薬事法第６８条（承認前広告の禁止） 

  何人も、第１４条第１項又は第２３条の２第１項に規定する医薬品又は医療機器で

あつて、まだ第１４条第１項若しくは第１９条の２第１項の規定による承認又は第２

３条の２第１項の規定による認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、

効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。 

 

（２）行政指導 

 上記のとおり、医薬品等の広告については、法律上は、誇大広告が禁止されている

のみであるが、医薬品による保健衛生上の危害を防止するため、医薬品等適正広告基

準（昭和 55 年 10 月 9 日薬発第 1339 号厚生省薬務局長通知）が通知され4、一般消

費者に対する医薬品の広告は、行政指導によって制限されている。 

 

医薬品等適正広告基準 第３（基準） 

５ 医療用医薬品等の広告の制限 

（１） 医師若しくは歯科医師が自ら使用し、又はこれらの者の処方せん若しくは指

示によつて使用することを目的として供給される医薬品については、医薬

関係者以外の一般人を対象とする広告は行わないものとする。 

（２） 医師、歯科医師、はり師等医療関係者が自ら使用することを目的として供給

される医療用具で、一般人が使用するおそれのないものを除き、一般人が

使用した場合に保健衛生上の危害が発生するおそれのあるものについても

（1）と同様にするものとする。 

 

以上から、日本においては、行政指導によって、医薬品の一般消費者に対する直接
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広告を実施することはできないことになっている。 

 

（３）一般消費者への直接広告が制限される趣旨 

   医薬品等適正広告基準が定められた趣旨は、医薬品等による保健衛生上の危害を防

止するため、医薬品等の広告は、虚偽、誇大にわたらないようにするという薬事法の

規定に加え、不適正な広告を排除し、一般消費者が医薬品等に対し、誤った認識をも

つことのないよう広告の適正化を図ることにある。すなわち、医薬品等の広告は、一

般消費者保護の観点から、原則として認められていないのである。 

 

４ 日本の広告規制の問題点 

（１）広告の定義 

日本における広告の定義は、以下の通知によって行われている。 

すなわち、薬事法における医薬品等の広告の該当性については、下記のいずれの要

件も満たす場合、これを広告に該当すると判断している（平成 10 年 9 月 29 日 医薬

監第 148 号 都道府県衛生主管部（局）長あて 厚生省医薬安全局監視指導課長通知、

以下、「医薬品広告の３要件」という。）。5 

１． 顧客を誘引する（顧客の購入意欲を昂進させる）意図が明確であること 

（誘因意図） 

２． 特定医薬品等の商品名が明らかにされていること（商品名の明示） 

３． 一般人が認知できる状態であること（認知性） 

 

（２）広告規制とＤＴＣ広告 

３の（２）で述べた通り、医薬品のＤＴＣ広告は行政指導により認められていない

が、他方で、一般消費者への直接広告が禁止される「広告」の範囲は、医薬品広告の

３要件をいずれも満たすものに限られる。 

したがって、現状では、医薬品の名称を登場させない受診推奨広告や疾病啓発型広

告については、商品名の明示という要件が欠けるために「広告」には該当せず、規制

の対象とはならない。そのため、日本では、事実上ＤＴＣ広告を自由に行うことがで

きる状況となっている。 

つまり、一般消費者保護の観点からなされた行政指導による広告規制では、その趣

旨を全うできていないのである。 

 

（３）医療用医薬品のＤＴＣ広告の問題点 

ア 医師の処方への影響 

医療用医薬品については、医師が処方権を有すると同時に、症状に応じた適切な

処方をする責務を負っているが、ＤＴＣ広告によって、消費者需要を作り出すこと

により、医師の処方に影響を与えることになりかねない。 

すなわち、ＤＴＣ広告は、未だ医療機関を受診していない一般消費者に、医療機

関を受診させて、処方を依頼させるという効果を持つ。医師は、本来、たった一つ

の薬剤についての情報しか知らない一般消費者である患者とは異なり、治療選択肢
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の範囲について、患者に信頼できるアドバイスを提供することができるものである。

しかしながら、ＤＴＣ広告の影響で、患者が特定の薬剤の処方を望んだ結果、患者

の要望に合わせた過剰な処方を生み出すことになる。 

この点、専門家たる医師は患者の要望によって処方を変えることはないとの主張

もある。また、医療用医薬品を一般消費者が購入することはほとんど不可能である

から、虚偽でも誇大でもない情報を制限する必要はないという指摘もある。3 

しかしながら、アメリカで行われた研究では、ＤＴＣ広告を見たとして特定の医

薬品（抗うつ剤パキシル）について語った患者の５５パーセントに対し、抗うつ剤

が処方された（そのうちパキシルは６７パーセント）との結果が報告されている。6

このように、ＤＴＣ広告は、必要のない薬物を処方することに拍車をかけ、さらに

特定された薬の広告はこの傾向をさらに強化するものと考えられる。1また、ニュー

ジーランドでも同様の報告がなされている。7 

さらに、オランダで行われた報告では、ノバルティス社が爪水虫のテレビコマー

シャルを実施したところ、他社製のイトラコナゾールの処方量はほぼ横ばいであっ

たのに対し、爪甲真菌症のための初診を受けた患者数とノバルティス社のテルビナ

フィンの処方をうけた患者数はほぼ比例して増加する結果となった。このように、

病気を自覚させるＤＴＣ広告が、医薬品の売上げを上昇させていることは明らかで

ある。8 

 

 イ 疾病啓発型広告と患者の自己決定権 

患者の自己決定権の観点からも、ＤＴＣ広告とりわけ疾病啓発型広告は問題があ

る。 

  １で述べた通り、ＤＴＣ広告には３つの類型があるが、最も本質的なＤＴＣ広告

は疾病啓発型広告である。 

  医療用医薬品については、処方権は医師が有しているのであるから、特定の医薬

品の効果を宣伝するための広告であれば、医師に対する広告の方が効率がよいはず

であるところ、あえて一般消費者に対して広告する意味があるのは、未だ医療機関

を受診していない一般消費者に、医療機関を受診させてニーズを掘り起こす点にあ

ると言えるからである。 

実際、長年広告規制の問題に取り組んできたパブリックシチズンの副ディレクタ

ーであったピーター・ルーリー氏は、最も影響力のあるＤＴＣ広告は、疾病啓発型

広告であると指摘している。1 

確かに、医療における患者の自己決定権実現のためには、疾病についてどのよう

な治療法があるのかを知る必要があり、それこそが公衆衛生目的の疾病啓発という

べきである。しかしながら、疾病啓発型広告の中には、科学的な公開データに基づ

かないものや、リスクについての言及がないものがあり、患者への情報提供として

は極めて偏ったものであると言わざるを得ない。1 

製薬企業がＤＴＣ広告を実施するのはあくまで経済的な動機であり、その本質は

公衆衛生目的ではなく、あくまで当該医薬品の販売にある。一般消費者に対し啓発

が必要なら、それは別の方法で行うべきなのである。 
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（４）承認前宣伝の規制と科学的活動の利用 

３で述べた通り、承認前の医薬品についての広告は薬事法上禁止されている。とこ

ろが、医薬品の効能、効果等についての記載が雑誌の対談記事等の形で紹介される場

合、その内容が実質的に広告宣伝であっても、広告に当たらないとされるケースが出

てきている。 

すなわち、承認前の医薬品は、そもそも医薬品たり得ないのであるから、特定医薬

品等の商品名が明らかにされているとはいえず、また医学雑誌の記事であれば、一般

消費者が知りうる状態とまではいえないため、仮にその効能、効果等について述べ、

事実上承認前の医薬品についての広告となってしまっていても、「学術情報の提供」

であり広告に当てはまらないとするのが厚生労働省の見解である。 

例えば、肺がん治療薬イレッサの承認前に、Medical Tribuneの 2001年 11月 22日対

談記事において、「延命効果が認められれば、ＺＤ１８３９は毒性も少ない薬剤であ

るため、非小細胞癌の治療において、非常に有用な治療薬になるのではないかと思っ

ています。」「分子標的治療薬は毒性があまり強くないため、薬剤を投与する対象に

ならない患者さんにも投与されていて、そのような患者さんの死亡が報告されている

のではないかと推測されます。ＺＤ１８３９も副作用が少ないために、このような使

い方がされてしまう可能性があることが危惧されます。」との記載がなされている。

これは、イレッサ承認前の治験薬名ＺＤ１８３９という名前で紹介しているものであ

り、特定の医薬品名ではないが、この記事を読む者なら誰でもイレッサのことを指す

と理解できることは明らかである。そして当該記事は、その効能、効果等を詳細に紹

介しており、事実上承認前の医薬品について広告しているにほかならないものである。

このことにより医療現場でイレッサが多く使用され、未曾有の被害を生んだのである。

しかしながら、厚生労働省は、これを広告の定義に該当せず、学術情報の提供である

としている。 
後述するが、ＷＨＯ倫理規定においては、科学的及び教育的活動を故意に宣伝目的

に利用してはならない（第９項）と規定されているが、まさに本件は医学雑誌への掲

載という科学的活動を宣伝目的に利用しており、かかる規定に抵触するというべきで

ある。日本においても、ＷＨＯ倫理規定に倣い、広告規制を見直す必要がある。 
 

５ 海外の広告規制の現状 

（１）ＷＨＯ倫理規定における宣伝・広告の定義 

     ＷＨＯは、医薬品の宣伝に関するＷＨＯ倫理規定において、宣伝及び広告について、

以下の通り定義している。9 

    宣伝（promotion）とは、医薬品製造業者及び販売業者による、医薬品の処方、供給、

売買および／または使用を促す全ての情報通知や説得行為と定義され（第６項）、科

学的及び教育的活動を故意に宣伝目的に利用してはならないとされている（第９項）。 

    また、宣伝方法としての一般大衆に対する広告（advertisements）については、法的

に処方箋なしで利用できるように決定された医薬品の使用に関し、合理的な決断がで

きるよう大衆の助けとなるものでなければならないとし、人々の健康に対する関心を

不当に利用するものであってはならないとされる。そして、一般大衆に対する処方箋
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薬のための広告や資格を有する医師によってのみ治療されるべき重大な疾患のための

医薬品の宣伝のための広告は認められないとされている（第１４項）。 

    したがって、ＷＨＯ倫理規定に照らせば、ＤＴＣ広告は宣伝の一態様であり、処方

箋薬の一般消費者に対する直接広告は認められていない。 

 

（２）ＥＵにおける広告の定義 

  ＥＵでは、広告（advertising）とは、医薬品の処方、供給、販売や消費を促すために

作られた全ての戸別の情報、販売活動または勧誘と定義されている（EU Directive 
2001/83/EC Article86）。10 

 そして、処方箋薬の市民への広告は禁じられており（EU Directive 2004/27/EC, Article 
88(a)）、疾患についての情報提供は、特定の製品と直接的ないし間接的に関連性がな

い限りにおいて認められている（同 Article 86(2)）。11 

 

（３）ＤＴＣ広告容認とその弊害 

  上記の通り、ＷＨＯ倫理規定においても、現行のＥＵ指令においても、一般消費

者に対する医薬品の直接広告は認められていない。 

  このように、一般消費者保護の観点から、医薬品のＤＴＣ広告は認められないとす

るのが世界の潮流であり、現在、ＤＴＣ広告が認められているのは米国及びニュージ

ーランドの２国のみである。 

 例えば、ＤＴＣ広告発祥の地と言われる米国では、マーケティングの手法としてＤ

ＴＣ広告が広く使われていたが、1997 年までは、疾病啓発型広告には、概要（詳細に

わたる作用の評価、適応症、副作用など）を呈示しなければならなかったため、リマ

インダー広告や受診推奨広告が多く用いられていた。ところが、1997 年にＦＤＡは、

ＤＴＣ広告を流す製薬企業に対し、一般消費者をウェブサイトにアクセスさせたり、

概要を入手するためのフリーダイヤルを設置することを許可したりするなど、規制緩

和を行ったため、以後、疾病啓発型広告が増大していった。 

また、パキシル（抗うつ剤）、バイオックス（Cox-2 阻害剤）、クレストール（高

脂血症治療剤）など、重大な副作用問題を起こした製品の多くがＤＴＣ広告を積極的

に実施していたことから、ＤＴＣ広告の功罪が問われることとなった。2004 年 11 月

にＦＤＡの執行局長クロウフォード氏がＤＴＣ広告への法規制を示唆したことから、

2005 年８月、ＰｈＲＭＡ（米国研究製薬工業協会）は、ＤＴＣ広告に関するガイドラ

イン（自主規制）をまとめ、2006 年１月より施行することを決定した。このＰｈＲＭ

Ａによる自主規制により、リマインダー広告ができなくなったため、疾病啓発型ＤＴ

Ｃ広告がより推奨されるようになっていった。なお、上記ガイドラインは、2008 年 12
月 10 日改訂され、2009 年 3 月より実施されている。12 

このように、米国ではＤＴＣ広告は企業の自主規制に任せられている状況であるが、

多数の重大な副作用問題にも発展したＤＴＣ広告の弊害は大きく、米国連邦議会では、

2007 年のＦＤＡ修正案における初期見解においてＤＴＣ広告の制限化に向けての議

論がなされるなど、法規制の必要性について指摘されているところである。 

また、ニュージーランドにおいては、薬事法及び医薬品規則によってＤＴＣ広告に
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ある程度の法的規制が加えられていると同時に、製薬企業の自主規制も働いており、

米国ほど大規模なＤＴＣ広告は行われていないが、米国と同様の問題点が指摘されて

きているところである。2002 年に多数の一般開業医がＤＴＣ広告の実施に反対する意

見を出し、13またオーストラリア政府と治療用医薬品の規制に関する共同計画実現の

ための協定を結んだことから、2006 年、ニュージーランド政府は、ＤＴＣ広告の規制

について見直しを行うための検討を開始した14。 

     

６ 薬事法上の広告規制の必要性と一般消費者への情報提供のあり方 
（１）薬事法上の広告規制の必要性 

既に述べた通り、医薬品のＤＴＣ広告には大きな問題があるが、日本では、事実上

自由にＤＴＣ広告を行うことができる状況にある。 
しかし、医薬品に関する広告規制の趣旨は、医薬品による保健衛生上の危害を防止

するためとされているのであるから、上記のように、一般消費者の判断を歪め、医師

に処方を求めることにつながる疾病啓発型広告が広告規制の対象とならないとすれ

ば、保健衛生上の危害を防止することができず、妥当でない。 
この点、日本の広告規制は、行政指導によって行われてきたものであり、これを製

薬企業が遵守することによって、なんとか上記の趣旨を全うすることができていた。

しかしながら、2000 年頃から、製薬企業は、明文上は規制の対象外となる疾病啓発

型広告を利用するようになり、行政指導によっては規制しきれない状況になったので

ある。 
それどころか、行政刷新会議は、規制・制度改革の平成 23 年度措置として、医薬

品等適正広告基準による医療用医薬品等の広告の制限を撤廃しようとしており、より

事態を悪化させる動きを進めてしまっている。3 

前述の通り、医薬品のＤＴＣ広告を制限するのが世界の潮流であり、たとえば EU
においては、営業の自由等の観点から制限撤廃の議論がなされたこともあったが、一

般消費者保護の観点から、広告の制限を維持するに至っている。また、ＤＴＣ広告を

認めている米国やニュージーランドにおいても、その制限について検討がなされてき

たところである。日本の現在の動きは、このような世界の動きに真っ向から対立する

ものである。 
日本においてＤＴＣ広告が事実上自由に行われている状況は、現行の厚生省医薬安

全局監視指導課長通知による「広告」の定義が非常に狭いことによるものであるが、

根本的には、薬事法上、一般消費者に対する直接広告が規制されていないために生じ

ているものである。 
この点、前述の通り、ＷＨＯ倫理規定においては、医薬品のプロモーションについ

て定義がなされ、医療用医薬品の一般消費者への直接広告が明確に禁じられている。

日本においてもこれに倣い、行政指導ではなく、薬事法上の広告規制を設けるべきで

ある。 
 

（２）一般消費者への情報提供のあり方 
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また、患者の自己決定権の観点からは、エビデンスに基づき、一般消費者に対し、

医薬品に関する情報提供が適切に行われる必要があるから、医薬専門家や患者等で

構成される情報提供機関を作るべきである。 
例えば、ドイツにおいては、IQWiG という非営利組織があり、専門家による証拠

の評価や研究が行われ、できる限り中立的で非操作的な情報を患者に提供する仕組

みが整っている。
15 

この点、広告規制を原則自由化すべきとの立場からは、製品の情報を正確に一般

消費者に示すことにより、一般消費者たる患者の立場から医療の選択に有効と思わ

れる情報が得やすくなる等の指摘もなされている。3 

しかしながら、製薬企業の提供する情報は、最終的には営利目的であるから、場

合によっては、結果の解釈を歪めて伝え、一般消費者を誤った方向に導くような情

報操作（”Spin”）になる危険性も否定できない。 
真に一般消費者にとって有効な情報提供がなされるためには、製薬企業との利害

関係のない中立的な情報提供機関が必要なのであり、その環境を作るべきは、企業

ではなく国である。 
 
（３）小括 

以上の通り、現状では法律上何ら広告規制のなされていない日本においては、広

告をトータルに規制する法整備が必要である。 
   

７ 実態調査の必要性 

 日本では、2000 年頃から、ＤＴＣ広告が実施されるようになり、そのほとんどが疾病

啓発型広告であり、同時に医療機関の受診を推奨するものである。 

 例えば、2000 年 11 月から販売されている抗うつ剤パキシル錠（グラクソ・スミスク

ライン）の場合、その広告には「うつ」のハンドブックなどの資料請求に対応する電話

番号やホームページのＵＲＬが記載されており、疾病啓発すると共に、電話やホームペ

ージにアクセスした患者に対しては、医療機関に受診するように推奨するようになって

いた。その後、2002 年、2003 年にそれぞれテレビ広告において、「『うつ』－大丈夫。

病医院なら薬もある。」「『うつ』－お医者さんに行ってよかった。」などのキーメッ

セージを使用し、受診を推奨する広告を実施した。 

 抗うつ剤パキシル錠の売上高は、国内抗うつ剤市場の中でも最高額（500 億円、2007
年）となったが、このように売上げが伸びたことには、これらの広告により、広告を見

たとして医療機関を受診する患者が増加したことも一因となっていると考えられる。 

 他方で、抗うつ剤パキシル錠については、衝動性亢進や胎児毒性などが報告されてい

るところであり、これらの情報は何ら患者に提供されることのないまま、広告による受

診及び処方が行われてきた可能性が高い。 

 このように、日本における広告の実態（広告の種類や態様、広告による患者の行動及

び処方との関係等）は十分には把握されていないものであるから、前述の通り薬事法の

改正によって広告規制を行うにあたっては、広告の実態を調査し、国内の現状を踏まえ

た広告規制を行う必要がある。 
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８ 結論 
   以上の通り、現状では何ら広告規制の対象となっていないＤＴＣ広告、特に疾病啓発

型広告は、医師の処方に影響を与え、患者の自己決定権を侵害するものである。したが

って、行政刷新会議が広告規制を撤廃し規制を緩めようとしていることは根本的に間違

っており、また、世界の潮流とは全く逆方向の流れであるから反対である。 
逆に、ＤＴＣ広告を広告規制の対象とすべきであり、医薬品の適正使用のために、早

急に法律上の広告規制を設けるべきである。薬害肝炎事件の検証及び再発防止のための

医薬品行政のあり方検討会においても、「薬害再発防止のための医薬品行政等の見直し

について（最終提言）」において、医薬品の適正使用のために、広告規制の見直しを求

めている。
2 

また、一般消費者が医薬品に関する正確な情報を入手できるようにするため、医薬専

門家や患者等で構成される情報提供機関を創設すべきである。 
    更に、広告規制を強化するに際し、ＤＴＣ広告に関する実態調査が必要である。 

 以 上 
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